
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊画像提供：一般社団法人しずくいし観光協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      雫石川園地の桜並木               花工房らら倶楽部（芝桜）                弘法桜    

 

旅行・実施：三八五バス株式会社 盛岡営業所（全国旅行業協会会員・青森県知事登録 2-58） 

〒020-0767 岩手県滝沢市大釜中道 76／国内旅行業務取扱管理者 熊谷 孝幸 

       企画協力：一般社団法人しずくいし観光協会（本旅行は、一般社団法人しずくいし観光協会の補助事業の下、実施されます。） 

    

        

日帰り 

募集人員 25 名 

（最少催行人員 20 名） 



10 代で渡仏、本場フランス料理の味を学ぶ。 帰国後はさらに腕を磨くべくレストラン「ラナプール」（小田原） 

※現ミシュラン二つ星、レストラン「ナリサワ」（南青山）にて修行、料理の幅を広げる。 季節の味わいと彩りを  

盛り込んだ創作料理をご用意してご来店をお待ちしております。  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          雫石町産そば粉のガレット         黒蜜牛のカルボナード      いちごのソルベとクラシックショコラ 

 

 

 

 

              

●募集型 企画旅 行契約  

この旅行 は、三 八五バ ス株式 会社（ 青 森県知事 登録 2-58 号）が 企画、 実施 する旅行 であり 、この 旅行

に参加さ れるお 客様は 当社と 募集型 企 画旅行契 約を締 結する ことに なりま す 。募集型 企画旅 行契約 の内

容・条件 は、こ のパン フレッ ト、別 途 お渡しす る旅行 条  

件書なら びに当 社旅行 約款（ 募集型 企 画旅行契 約の部 ）によ ります 。  
●お申込 み  

※ご来店 にてお 申込の 場合、 所定の 申 込書の提 出と申 込金の お支払 いが必 要 です。  

  （２ つが揃 った時 点で正 式なお 申 込となり ます。）  

 ・申込 金は、「旅行 代金」「 取消料 」「 違約金」 のそれ ぞれ一 部又は 全部と し て取扱い ます。  

※電話等 の通信 手段に てご予 約の場 合 、当社が 予約を 承諾し た日の 翌日か ら 起算して ３日以 内に申 込書の

提出と申 込金の お支払 いが必 要です 。  

※ａ）旅行開 始日に ８０歳 以上の 方、ｂ）身 体に障 害をお 持ちの 方、ｃ ）健 康を害し ている 方又は 特別な

手配を必 要とす る方は 、その 旨お申 し 出くださ い。該 当する お客様 には、お 伺い書、健康診 断書等 をご

提出いた だく場 合があ ります 。  

※お申込 み時に １８歳 未満の 方は、 保 護者の同 意書が 必要と なりま す。  

●お申込 金（お ひとり ）  

旅行代金  10,000 円未 満  30,000 円未 満  30,000 円以 上  

お申込金  2,000 円  5,000 円  10,000 円  

※旅行代 金は当 社の指 定する 日にち ま でにお支 払いい ただき ます。  

●旅行代 金  

・小人代 金は旅 行開始 時に飛 行機利 用 の旅行は 満３歳 以上１ ２歳未 満、そ れ 以外は満 ６歳以 上１２ 歳未満

のお子様 に適用 します 。（一 部コー スは ４歳以上 １２歳 未満の 方は小 人料金 ） その他入 園料等 が発生 し

ない 2 歳以上の お子様 をお 連れの 場合 は、バス 座席代 を旅行 代金と して申 し 受けます 。  

・１人部 屋追加 代金は 大人、 小人一 律 、１名様 の代金 です。  

●追加代 金につ いて  

追加代金 とは、ａ）１ 人部屋 、２人 部 屋追加代 金、ｂ ）延泊 による 宿泊料 金 による差 額運賃・料金 等をい

います。  

●旅行代 金に含 まれる もの  

パンフレ ットに 掲載さ れた日 程の交 通 費・宿泊 費・食 事代及 び旅行 取扱料 金。（但しコ ースに より一 部食

事が含ま れない 場合も ありま す。ま た コースに 含まれ ない交 通費等 の諸費 用 及び個人 的諸費 用は含 みませ

ん）  

●取消料 がかか る場合 （お客 様によ る 旅行契約 の解除 ）  

お客様は 、表記 の取消 料を支 払って 旅 行契約を 解除す ること ができ ます。  

（１）当 社の責 任をと らない ローン 、渡航手続 き等の 事由に よるお 取り消 し の場合も 表記取 消料を いただ

きます。  

（２）取 消料の 対象と なる旅 行代金 と は追加代 金を含 めた合 計金額 です。  

●取消料 がかか らない 場合（ お客様 に よる旅行 契約の 解除）  

下記の場 合は取 消料は いただ きませ ん （一部例 示）  

（１）旅 行契約 内容に 以下に 例示す る 重要な変 更が行 われた とき。  

ａ．旅行 開始日 又は終 了日の 変更  

ｂ．入場 する観 光地、 観光施 設、そ の 他の旅行 の目的 地の変 更  

ｃ．運送 機関の 種類又 は運送 会社の 変 更 

ｄ．運送 機関の 「設備 及び等 級」の よ り低いも のへの 変更  

ｅ．宿泊 機関の 変更又 は宿泊 機関種 類 の変更  

ｆ．宿泊 機関の 客室の 種類・ 設備・ 景 観の変更  

（２）旅 行代金 が増額 された 場合  

（３）当 社が確 定日程 表を表 記の日 ま でに交付 しない 場合  

（４）当 社の責 に帰す べき事 由によ り 当社の旅 行日程 通りの 実施が 不可能 に なったと き。  

●添乗員 業務  

添乗員の 業務は 原則と して８ 時から ２ ０時まで といた します 。  

行程中は 旅行を 円滑に 実施す るため 添 乗員の指 示に従 ってい ただき ます。  

●お客様 の交替  

お客様は 当社が 承諾し た場合 のみ交 替 すること ができ ます 。また 、手 数料が か かる場合 もあり ます。 

●当社に よる旅 行契約 の解除  

次の場合 は契約 を解除 するこ とがあ り ます（一 部例示 ）  

・旅行代 金を期 日まで にお支 払いい た だけない とき。  

・お申込 条件の 不適合  

・病気、 団体行 動への 支障そ の他に よ り旅行の 円滑な 実施が 不可能 なとき 。  

●旅行契 約内容 ・代金 の変更  

天災地変 、戦乱 、暴動 、運送・宿泊 機 関等のサ ービス 提供の 中止、官公署 の 命令、当 初の運 行計画

によらな い運送 サービ スの提 供その 他 の当社の 関与で きない 事由が 生じた 場 合、契約内 容を変 更す

ることが ありま す。ま たその 変更に 伴 い旅行代 金を変 更する ことが ありま す 。著しい 経済情 勢の変

動により 通常予 想され る程度 を大幅 に 超えて利 用する 運送機 関の運 賃・料金 の改定が あった 場合は

旅行代金 を変更 するこ とがあ ります 。 増額の場 合旅行 開始日 の前日 から起 算 してさか のぼって 15

日目にあ たる日 より前 にお知 らせい た します。  

●当社の 責任  

当社は当 社又は 手配代 行者が お客様 に 損害を与 えたと き損害 を賠償 いたし ま す。ただし 次のよ うな

場合は原 則とし て責任 を負い ません 。天災地変 、戦乱、暴動、運送・宿泊 機関 の事故も しくは 火災、

運送機関 の遅延 、不通 又はこ れらの た めに生ず る旅行 日程の 変更も しくは 旅 行の中止 、官公 署の命

令、出入 国規制 、伝染 病によ る隔離 、 自由行動 中の事 故、食 中毒、 盗難等 。  

●旅行保 証  

旅行日程 に掲げ る重要 な変更 が行わ れ た場合は 、旅 行業務 約款（ 募集型 企画旅 行契約 ）の規 定より、

その変更 の内容 に応じ て旅行 代金の １ ％～5％ に相当 する額 の変更 補償金 を お支払い いたい しま

す。ただし、一旅行 契約に ついて 支払 われる変 更補償 金の額 は、旅行 代金の 15％を 限度と します。

また、一 旅行契 約につ いての 変更補 償 金の額が 1,000 円 未満 の場合 は、変 更補償金 は支払 いませ

ん。変更 補償金 の算定 基礎と なる旅 行 代金とは 、追加 代金を 含めた 合計金 額 です。  

●お客様 の責任  

当社はお 客様の 故意又 は過失、法令も しくは公 序良俗 に反す る行為 により 当 社が損害 を被っ たとき

はお客様 から損 害の賠 償を申 し受け ま す。  

●特別補 償  

お客様が 旅行参 加中に 偶然か つ急激 な 外来の事 故によ りその 生命身 体に被 ら れた一定 の損害 につ

いては特 別補償 規定の 定める ところ に より補償 金及び 見舞金 をお支 払いい た します。た だしス カイ

ダイビン グ・ス キュー バダイ ビンク・パラセー ル搭乗 その他 にこれ らに類 す る危険な 運動等 による

ものであ るとき は当社 は上記 の補償 金 及び見舞 金を支 払いま せん。  

●取消料  

旅行契約 成立の 後、お 客様の ご都合 で 旅行を取 り消し される 場合に は、旅 行 代金に対 してお 一人に

つき下記 の料率 で取消 料をい ただき ま す。  

・出発日 の前日 から起 算して  

20 日 以 前  
20 日 目 か ら  

８ 日 目 ま で  

７ 日 目 か ら  

２ 日 目 ま で  

旅 行 開 始 日  

の 前 日  

旅 行 開 始 日  

の 当 日  

旅 行 開 始 後  

又 は  

無 連 絡 不 参 加  

無料  ２０％  ３０％  ４０％  ５０％  １００％  

●募集型 企画旅 行契約 約款に ついて  

この条件 書に定 めのな い事項 は当社 旅 行業約款（募集 型企画 旅行契 約の部 ）によりま す。当 社旅行

業約款を ご希望 の方は 、当社 にご請 求 ください 。  

・当社は いかな る場合 でも旅 行の再 実 施はいた しませ ん。  

・このパ ンフレ ットの 旅行条 件は令和 2 年 3 月１日現在 を基準 として おりま す。  


